
【千葉県館山市】企業版ふるさと納税 事務手続きの流れ 

 

 館山市への企業版ふるさと納税の事務手続きは、下記のとおりです。 

 

１ 寄附のお申出 

 「寄附申出書」と「【千葉県館山市】企業版ふるさと納税寄附申出チェックシート」を、

館山市建設経済部雇用商工課ふるさと納税係にご提出ください。 

 ※郵送、FAX及びメールのいずれかの方法でも構いません。 

 

 【館山市建設経済部雇用商工課ふるさと納税係】 

  ・住所：〒294-8601 千葉県館山市北条 1145-1 

  ・T E L：0470-22-3147 

  ・F A X：0470-23-3115 

  ・Mail：furunou@city.tateyama.chiba.jp 

 

 

２ 寄附金の納付 

 銀行振込で承っております。 

 振込先口座は、申出書とチェックシートのご提出後にご案内いたします。 

 

 

３ 寄附金受領証明書の発行 

 入金確認後、１～２週間程度で郵送いたします。 

 証明書は、税の申告の際にご使用ください。税制上の手続きの詳細につきましては、管

轄の税務署又は税理士にご相談ください。 

 

 

４ 市長訪問・プレスリリース 

 市長訪問による目録の贈呈、プレスリリースにご協力いただける企業様につきましては、

ぜひ実施させていただきたいと考えております。 

 後日、日程調整等をさせていただきます。 

 

 

  



５ 寄附の公表 

 公表が可能な企業様につきましては、館山市ホームページ、広報、公式 SNS 等の各種媒

体を通じて、ご寄附の公表と企業様の紹介をさせていただきます。 

 

 ※令和７年度の国における制度改正により、寄附対象事業と寄附企業（関係会社を含む）

の関係性によっては、企業名を公表させていただく場合があります。 

 

 【参考】 

  ・館山市広報「だん暖たてやま」 

    ○発行号数：年 12号発行（毎月 20日発行） 

    ○発行部数：21,200部／号（令和７年４月１日現在） 

 

  ・館山市公式Ｘ（旧 Twitter） 

    ○フォロワー数：7,543ユーザー（令和７年４月１日現在） 

 

  ・館山市公式 Facebook 

    ○フォロワー数：3,052ユーザー（令和７年４月１日現在） 

 

  ・館山市公式 Instagram 

    ○フォロワー数：7,118ユーザー（令和７年４月１日現在） 

 

  ・館山市 LINE公式アカウント 

    ○友だち数  ：8,472ユーザー（令和７年４月１日現在） 

 


